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 （用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用    語 用 語 の 意 味 

７ 初期契約解除 当社から送付する契約内容通知書面の受領から一定の期間、光電話サー

ビス契約者からの請求により、当社の合意なく光電話サービス契約者の

都合のみにより契約解除できること 

 

 

（契約者が行う光電話サービス契約の解約） 

第１８条 光電話サービス契約者は、光電話サービス契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじ

め光電話サービス取扱所に書面により通知していただきます。 

２ 前項により、光電話サービス契約を解約する場合、契約者が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等の

復旧を要するときには、光電話サービス契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。 

 

（初期契約解除） 

第１８条の２ 光電話サービス契約者は、契約内容の確認書面を受領した日から起算して８日を経過するま

での間、書面により本契約の解除を行うことができます。この効力は、光電話サービス契約者が当社が別途

定める書面を発した時に生じます。 

２ 光電話サービス契約者が、初期契約解除に係る書面を発した場合、当社は本契約の解除までの期間におい

て提供を受けた光電話サービスの料金を請求いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用    語 用 語 の 意 味 

７ 初期契約解除 当社からの契約内容通知の受領から一定の期間、光電話サービス契約者

からの請求により、当社の合意なく光電話サービス契約者の都合のみに

より契約解除できること 

 

（契約者が行う光電話サービス契約の解約） 

第１８条 光電話サービス契約者は、光電話サービス契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじ

め光電話サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。 

２ 前項により、光電話サービス契約を解約する場合、契約者が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等の

復旧を要するときには、光電話サービス契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。 

 

（初期契約解除） 

第１８条の２ 光電話サービス契約者は、契約内容通知を受領した日から起算して８日を経過するまでの間、

当社に書面を発することまたは当社所定の方法により通知することにより本契約の解除を行うことができ

ます。この効力は、光電話サービス契約者が当社が別途定める書面を発した日または通知を完了した日に生

じます。 

２ 光電話サービス契約者が、初期契約解除を行った場合、当社は本契約の解除までの期間において提供を受

けた光電話サービスの料金を請求いたします。 
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附 則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正約款は、２０２４年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービ

スの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

（整理品目） 

３ 別記 14天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス （１）における、時報サービ

スについては、２０２４年３月３１日をもって提供を終了するものとします。 

（特例措置） 

４ ２０２４年４月１日から２０２４年６月３０日までの間に光電話サービス契約の申込を行い、かつ光電話

サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。 

（１） コース１に係る新規契約に伴う契約事務手数料、交換機設定に係る工事費、端末設備設置・設定に係

る工事費、番号移転に係る工事費については 0円とします。 

 


